
建築基準法第43条第２項第２号許可事務の取扱いについて 

 

香川県土木部建築指導課 

１．申請書等の構成 

① 申請書（法施行規則第４３号様式）２部 

② 申請書添付図書等 各２部 

  イ．建築基準法施行細則第２２条第１項第２号に基づく「許可を必要とする理由書」 

ロ．付近見取図 

    住宅地図程度で、方位、道路及び目標となる地物、敷地位置を明示すること。 

  ハ．通路等状況図  

    敷地、方位、縮尺、建物の位置、建築基準法上の道路と敷地との位置、道路、空地、道

及び通路（以下「通路等」という。）の幅員及び敷地と接する長さ、水路・擁壁等構造物

の概要、その他審査に必要と判断できる事項を明示すること。承諾書等が添付されている

場合は該当する部分を斜線で明示すること。土地の性格（農道・水路・私有地等の別）を

明確にすること。（添付写真の撮影方向を記入すること。） 

  ニ．敷地配置図 

    縮尺、方位、敷地の境界、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の 

   建築物との別を明示すること。敷地から通路等を介して第一次的に接続する基準法上の道

路の性格、幅員及びその境界を明示すること。排水放流先を明示すること。構造要求され

る案件の場合については延焼ラインを明示すること。（添付写真の撮影方向を記入するこ

と。） 

  ホ．各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図 

    各図の明示すべき事項は建築確認申請に準じる。断面図は審査に不要と判断される 

   場合は省くことができる。 

  ヘ．敷地並びに空地、道及び通路（以下「通路等」という。）となる土地の不動産登記法第 

１４条第1項の地図及び法第１４条第４項の地図に準ずる図面（転記を行った年月日、場 

所及び氏名を記入し、敷地の位置、通路等の位置をマーカー等で着色し明示） 

なお、上記図面では権利者の把握ができない場合には、「閉鎖された公図」もあわせて添 

付すること。 

  ト．現地写真 

通路等の状況及び敷地周り、特に敷地への進入部分の様子が分かる写真をサービス版程

度の大きさでＡ４サイズの台紙に貼付すること。（台紙はＡ４サイズのフイルムつきの専

用台紙でも可とする。）また、デジタルカメラで撮影したものを印刷して添付する場合は

写真専用紙等に印刷した明瞭な写真を添付すること。 

提出枚数は、建築審査会委員がその写真を見て周囲の状況を把握できる程度の数に選別

し、撮影方向については通路等状況図又は敷地配置図中に明示すること。 

  チ．その他 

     状況に応じ、承諾書、誓約書、印鑑証明書、土地の登記簿謄本、公共施設管理者承諾

書の写し、工事許可書の写し等の書類を添付すること。  

   （注意） ※１②のハ．とニ．は併せて作成することができる。 



        ※2増築・改築の場合には既存建築物の配置図を添付し、取壊しがある場合はそ

の部分を明示すること。 

        ※3土地の登記簿謄本及び印鑑証明書の有効期限は６ヶ月程度とする。 

 

２．市町経由時に添付される書類（参考） 

・香川県建築基準法施行事務処理要綱に基づく「現地調査票（第17号様式）」１部 

・同要綱に基づく「許可申請に関する意見書（第18号様式）」１部 

 

３．各土木事務所(高松土木管内にあっては建築指導課。)及び小豆総合事務所が添付する書類（参

考） 

・法第４３条第２項第２号調査票１部 

各事務所毎に内容の審査及び現地調査を行い、許可相当と判断した場合は、書類整備が終

了した後に担当者が記入すること。 

 

４．経路図 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．承諾書の様式 

承諾書の様式については、次の各区分に応じた様式とする。ただし、これに準ずると判断で

きる場合は、この限りでない。 

  ・許可運用指針第1号（２）の承諾書の様式については、別紙１のとおりとする。    

・許可運用指針第２号（２）の承諾書の様式、同指針第４号（３）の承諾書の様式、同指針

第５号（２）の承諾書の様式、同指針第６－１号（３）の承諾書の様式及び同指針第６－

２号（１）において準用する同指針第６－１号（３）の承諾書の様式については、別紙２

のとおりとする。    

  ・専用進入路に係る承諾書の様式については、別紙３のとおりとする。 

・専用進入路に係る誓約書の様式については、別紙４のとおりとする。 

   申 請 者    

市    町 消 防 署 ②現地調査票及び許可申請意見書の添付 

 

各土木事務所 

（高松土木事務所管内にあっては建築指導課。） 

及び小豆総合事務所 

④現地調査 

⑤審査 

⑥調査票の添付 

関係法令所管課 

建築指導課 

建築審査会 

⑧諮問 ⑩答申 

⑨審議の上同意又は不同意 

⑦諮問依頼（申請書の送付） ⑫通知書の送付 

⑪許可又は不許可 

①許可申請書の提出 

③許可申請書の送付 

調整 

同意 

高松市消防局 
同意 

（綾川町・三木町管内） 

⑬通知書の送付 

（高松市消防局管内以外） 


